
１．はじめに

本工事は、広島県北部建設事務所庄原支所発注
の、県道東城西城線のバイパス工事であり、現道
の県道東城西城線に接続する工事である。
工事概要
�１ 工 事 名：主要地方道東城西城線

道路改良工事（単独）
�２ 発 注 者：広島県北部建設事務所庄原支所
�３ 工事場所：広島県庄原市東城町保田
�４ 工 期：平成２７年６月１８日～

平成２７年１１月３０日
設計条件
道路規格：第３種、第４級
工事延長 L＝７００ｍW＝５．０m
掘削V＝２，３７０m３ 路体盛土V＝１，０００m３

路床盛土V＝１，１００m３ 車道舗装A＝１，７２０m２

２．現場における問題点

掘削を行う箇所が、現在供用中の県道東城西城
線沿いの山林であり、市営バスの運行ルートでも
ある。
①当初設計では土工用仮設防護柵（B型）を設置
し掘削作業を行う予定であったが、現在供用中の
県道東城西城線は道路幅員が約３．０mと狭いため、
土工用仮設防護柵（B型）を設置する際の支保杭

が現道上にはみ出し、道路幅員がさらに狭くなり、
検討が必要である。
②掘削切土部は小段が２段あり、掘削土量の約４
割の土量が片切り掘削である（図―１）。また、土
工用仮設防護柵内での作業となるため、作業箇所
が狭く、重機械と作業員との接触事故防止対策が
重要な課題となる。
③当初設計では、掘削した土砂を当現場内の盛土
材料として流用する予定であったが、土質試験の
結果、流用できない土砂であるため残土処分する
こととなり、残土処分地への運搬ルートは、現在
供用中の県道東城西城線を利用しなければならな
いことから、残土運搬車両と一般車両との交通事
故防止対策を講じる必要がある。
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図―１ 掘削標準断面図
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３．工夫・改善点と適用結果

①供用中の県道東城西城線の道路幅を確保するた
めに、土工用防護柵の設置位置の検討及び、土工
用防護柵の構造変更の検討の両面から行った。
設置位置を検討した結果、設置個所を先行して
掘削し、支保杭が現道上にはみ出さないよう施工
することは可能ではあったが、現道上で先行して
掘削作業を行うと、一般交通を阻害する懸念があ
った。そのため、構造変更を優先して検討し、高
価ではあるが自立式の土工用仮設防護柵を採用し
た（図―２）。
土工用仮設防護柵をＢ型から自立式に変更する
ことにより、供用中の現道の道路幅員を確保する
ことができた。

図―２ 土工用仮設防護柵構造図

②重機械と作業員との接触事故防止対策について
検討した結果、掘削作業を行っている重機械オペ
レーターから、作業員の姿が見えるよう『見える
化』で施工することが重要視された。
それを踏まえ、掘削作業場の上部にビデオカメ
ラを設置し、掘削作業中の重機械オペレーターが
その映像を車内で確認（タブレットを使用）しな
がら作業を行うことで（図―３）、重機械の作業範

囲の作業員の有無を確認することができ、接触事
故を未然に防止することができた。

図―３ ビデオカメラ・タブレットを使用した掘削状況

③残土運搬車両と一般車両との交通事故防止対策
として、バスの時刻・運行経路等を記載したハ
ザードマップ（図―４）を作成し、それに基づい
て残土運搬車両の運転手について教育した。また、
運搬経路に設置してあるカーブミラーの清掃を行
い、視認性を確保・向上させた（図―５）。

図―４ ハザードマップ 図―５ 清掃状況

４．おわりに

今回の工事は狭い場所での作業の連続であり、
作業員・一般交通の安全確保について特に留意し、
作業を進めた結果、工期内を無事故・無災害で終
えることができました。
現場内で実施した安全管理・仮設備計画は一般
的なものかもしれません。しかし、工事現場にお
いて安全管理は一番重要な項目だと私は考えてい
ます。
同種の工事現場はあっても、全く同じ工事現場
はありません。これからも様々な工事を経験して
いく中で、その現場毎に見合った安全管理をこれ
からも進めていこうと思います。
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